
「社会統合」という考え方
国や地域における少数者が、差別や排斥を受けること
なく対等な構成員として他の人々と同様の権利と責任を
持って参加できる社会の構築を目指すことを「社会統合」
という。社会的結束と文化的多様性を両立させるという
課題の解決に挑むことは、多民族・多文化・多言語的背
景を持つ人々が生活を共にする社会においては、目指す
べき必須の条件であるといわれている。これからの日本
社会においても、海外から生活・就労のために来日し、
長期にわたって滞在する人々が増加することが予測され
る。そのような状況にあっては、公正な社会参画を前提
とした受入れ態勢によって社会統合を目指すことが喫緊
の課題となる。そのような社会では、新しく参入する
人々は「支援される」のではなく「平等に処遇される」
存在であり、処遇は受入れ側の「義務」となる。出入国
管理および難民認定法、および法務省設置法の一部改正
案を例としてそのことを検討してみたい。

出入国管理及び難民認定法及び 
法務省設置法の一部を改正する法律
2018 年 12 月に成立した標記法案の骨子は以下の 4

つの点に集約されている。
（１）在留資格の創設
（２）�分野横断的基本方針、分野別運用方針に関する

規定の整備
（３）受入れ機関の支援義務の明確化
（４）受入れ機関の適正な契約の履行に関する規定
（１）については、図１にあるように、相当程度の知
識または経験を必要とする技能水準で、ある程度の日常
会話と生活日本語ができる「特定技能 1号」と、熟練

外国人に対する日本語支援
　日本に在住する外国人は 2018年６月時点で約 246万人と過去最高となっている。
　さらに、2018 年 12月８日に改正入管難民法が成立し、2019 年４月１日から施行されたことから、今後
ますます外国人が増加していくことが見込まれる中、増加していく外国人と日本人がともに暮らしていく上で、
重要となるのは日本語でのコミュニケーションである。
　これまでも、この課題については国をはじめ自治体においてさまざまな取り組みが行われてきているが、以上
のような状況のもと改めて、国、自治体等の取組事例とその成果、今後の展望等を紹介する。

〔（一財）自治体国際化協会多文化共生部多文化共生課〕
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特定技能１号のポイント

○ 在留期間：１年，６か月又は４か月ごとの更新，通
算で上限５年まで

○ 技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した
外国人は試験等免除）

○ 日本語能力水準：生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験
等免除）

○ 家族の帯同：基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能２号のポイント

○ 在留期間：３年，１年又は６か月ごとの更新
○ 技能水準：試験等で確認
○ 日本語能力水準： 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者，子）
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向
けの在留資格

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野：介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，
（１４分野） 建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業

（特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可）

法 務 省
Ministry of Justice

制度概要 ①在留資格について

【就労が認められる在留資格の技能水準】

２
図 1��就労が認められる在留資格の技能水準
出典：�法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/

content/001287956.pdf）

1 急増する外国人に対する日本語支援の現状、課題
非営利活動法人日本語教育研究所　理事長　西原　鈴子



―外国人に対する日本語支援

した技能を持つ「特定技能 2号」が新たに創設される。
図２はすでに受入れが実施されている技能実習制度と新
たな在留資格との比較を示している。（２）と（４）は、
それぞれ規定の整備が求められる側面である。（３）は、
本論のメインテーマである受入れ支援についての側面で
あるため、改めて検討する。

改正法案による 
外国人材受入れ支援体制

図３は、2019年 4月から設置される法務省出入国在
留管理庁による外国人材受入れの概要である。これによ
ると、外国人材は受入れ機関および登録支援機関双方か
らの支援を受けることになっている。「支援計画」に着目
してみると、図４のようになる。登録機関と受入れ機関
は連携して、以下の内容を含む支援計画を立てる義務を
負うことになる。
・入国前の生活ガイダンスの提供
・住宅の確保
・在留中の生活オリエンテーションの実施
・生活のための日本語習得の支援
・相談・苦情への対応
・各種行政手続についての情報提供
・非自発的離職時の転職支援

外国人材受入れのための支援政策
特定技能1号の受入れ初年度（2019年度）は表 1に
ある 14 業種の合計 4万 7,550 人が見込まれている。
2018年末に関係閣僚会議で確認された外国人材の受入
れ・共生のための総合的対応策によれば、それらの人々
を含む「生活者としての外国人に対する支援策」につい
て以下の 7項目が挙げられている。
（１）暮らしやすい地域社会づくり

（２）生活サービス環境の改善
（３）円滑なコミュニケーションの実現
（４）外国人児童生徒の教育等の充実
（５）留学生の就職等の支援
（６）適正な労働環境の確保
（７）社会保険への加入促進
さらに「外国人材の適正・円滑な受入れ」に関して海外
における日本語教育基盤の充実等が挙げられている。
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日本滞在
最長5年

技能実習77業種
家族帯同不可

技能実習以外で
日本で働くことを
希望する外国人

特定技能1号
（新設）

2019年4月開始
一定の知識や
技能が必要な仕事
家族帯同不可

特定技能2号
（新設）

熟練した技能が
必要な仕事
配偶者と子の
帯同可能

日本滞在
最長5年

延長可
（事実上の永住）

１ 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切（例：報酬額が日本人と同等以上）
② 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
③ 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）
④ 外国人を支援する計画が適切（例：生活オリエンテーション等を含む）

２ 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行（例：報酬を適切に支払う）
② 外国人への支援を適切に実施

→ 支援については，登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば１③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出
（注）①～③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか，出入国在留管理庁

から指導，改善命令等を受けることがある。

制度概要 ②受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関について受入れ機関について

１ 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
② 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）

２ 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出

（注）①②を怠ると登録を取り消されることがある。

出入国在留管理庁

登録支援
機関

受入れ
機関

外国人

届出
登録
・

登録抹消

指
導
・助
言

指
導
・助
言

届
出

指
導
・助
言

立入検査
・

改善命令

雇
用
契
約

支援委託

届出

支援支援

３

法 務 省
Ministry of Justice

登録支援機関について登録支援機関について

http://rodo110.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2018/10/22/1.jpg[2019/02/22 13:38:07]

図 2��外国人労働者を受入れる新制度の仕組み（法務省入
国管理局 2019年２月）

図 3��外国人材受入れの概要
出典：�法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/

content/001287956.pdf）

図 4��想定される特定技能 1号「登録機関支援型」



日本語教育関連の項目
前記（３）の「円滑なコミュニケーションの実現」に
は以下のような内容が示されている。
①日本語教育の充実
　・日本語教育の全国展開
　・多様な学習形態のニーズへの対応
　・日本語教育の標準等の作成
　・日本語教師のスキルを証明する新たな資格整備
②日本語教育機関の質の向上・適正な管理
　・日本語教育機関の告示基準の厳格化
　・定期的な点検報告の義務付け　　など

詳細は今後に待つこと
になるが、日本語教育の
全国展開を担うのは地方
自治体以外にあり得ない。
また、日本語教育の標準
に関しては、特定技能１
号の場合、渡日時点で必
要な日本語能力はCEFR
（外国語の学習・教授評価
のためのヨーロッパ共通
参照枠）のA2レベルと
いうことになるだろう。
図５がその段階を示して
いる。判定は、渡日前に

受験する日本での生活・就労に必要な日本語能力を確認
する能力判定テストにより厳正に実施されると発表され
ている。

日本語教育の新展開　
以上のような状況の下では、生活・就労のために来日
する人々に対する日本語教育は、知識注入型の教育方法
からの脱却が必要となる。「ことばについて何を知って
いるか」ではなく「ことばを使って何ができるか」を習
得することに重点を置いたカリキュラムが要求されるの

である。生活や仕事場
面において、学習者そ
れぞれの多様な目標に
対応した「何ができる
か」のリスト（Can-do�
statement）を作成
し、それを目標にした
活動中心の学習計画を
策定することがまず必
要となる。そしてその
カリキュラムを柔軟に
活用し、学習者が必要
とする目標を達成でき
るように実践活動がで
きる教師・教育支援者
の養成が喫緊の課題で
あろう。
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業種・受入れ見込み数 主な業務
農業� 7,300 人 栽培管理、農畜産物出荷・選別。派遣も可
ビルクリーニング業� 7,000 人 建築物内部の清掃
飲食料品製造業� 6,800 人 酒類を除く飲食料品の製造・加工
建設業� 6,000 人 型枠、左官、建設機械施工、鉄筋
介護業� 5,000 人 入浴や食事の介助。訪問介護は含まない
外食業� 5,000 人 飲食物調理、接客、店舗管理
素形材産業� 4,300 人 鋳造、鍛造、金属プレス加工
造船・船用工業� 1,700 人 溶接、塗装、鉄工、機械加工
産業機械製造業� 1,050 人 金属プレス加工、溶接、プラスチック成形
宿泊業� 1,050 人 フロント、接客、レストラン・サービス
自動車整備業� 800 人 自動車の日常点検整備、分解整備
漁業� 800 人 漁労機械の操作、養殖水産物の育成管理・収穫。派遣も可
電気・電子情報関連産業� 650 人 電子機器組み立て、溶接、プラスチック成形
航空業� 100 人 地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い
14業種計� 4 万 7,550 人
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６つのレベルを理解する1.3

JFスタンダードが学習者の日本語の熟達度の尺度として採用した CEFRの共通参照レベルについて理

解を深めます。

「JFスタンダードの木」のひとつひとつの枝や根で表された、言語能力の構成要素とおもな言語活動の

例をカテゴリーと呼びます。JFスタンダードでは、日本語の熟達度を示す「～できる」という形式の文

（Can-do）をこれらのカテゴリーに分類し、各カテゴリーの Can-doを CEFRに準じた 6つのレベルに分

けて提供しています。

言語熟達度は、「A：基礎段階の言語使用者（Basic User）」、「B：自立した言語使用者（Independent 

User）」、「C：熟達した言語使用者（Proficient User）」の 3つの大きな段階に分かれています。そして

各段階がさらに 2つに分かれ、全部で 6つのレベル（A1、A2、B1、B2、C1、C2）となります。言語

熟達度の尺度である 6つのレベルは等間隔ではなく、A2、B1、B2の幅は、A1、C1、C2よりも広いため、
A2、B1、B2  をそれぞれ A2.1/A2.2、B1.1/B1.2、B2.1/B2.2に分けて、全部で 9つのレベルとすること
もあります。図 1-3は「講演やプレゼンテーションをする」という言語活動がレベルによってどう変わっ

ていくのかを Can-doで示したものです。各レベルの Can-doから、そのレベルの熟達度がどのようなも

のか、レベルが変わると何ができるようになるか理解することができます。

図 1-3　Can-doの 6レベル

非常に短い、準備して
練習した言葉を読み上
げることができる。例
えば、話し手の紹介や
乾杯の発声など。

身近な話題について、
リハーサルをして、短
い基本的なプレゼン
テーションができる。

自分の専門でよく知っ
ている話題について、
事前に用意された簡単
なプレゼンテーション
ができる。

事前に用意されたプレ
ゼンテーションをはっ
きりと行うことができ
る。

複雑な話題について、
明確なきちんとした構
造を持ったプレゼン
テーションができる。

話題について知識のな
い聴衆に対しても、自
信を持ってはっきりと
複雑な内容を口頭発
表できる。

表 1��2019 年度の特定技能 1号受入れの見込み（衆議院法務委員会　2018年 11月 14日）

図 5��Can-do の 6レベル



―外国人に対する日本語支援

文化庁では、外国人の受入れ拡大に向け、外国人が教
育・就労・生活の場で円滑にコミュニケーションできる
環境を整備するため、日本語教育の充実を図ることとし
ています。

日本語教育の全国展開を進めます！
①地域日本語教育の総合的な体制づくり支援（約 5 億円）
外国人に対する日本語教育機会の提供のため、都道府

県・政令指定都市が地域の関係機関等と有機的に連携し、
各地の日本語教育環境を強化するための総合的な体制づ
くりを推進する事業を新たに実施します。
地域の日本語教育に関する実態調査や計画策定と、地

方公共団体における総合的な体制づくりのため、司令塔
となるコーディネーターの配置や市区町村の日本語教室
運営、日本語教育人材の養成・研修のための経費を補助
します。

②日本語教室空白地域解消推進事業
日本語教室の開設されていない市区町村に住む外国人
のため、日本語教育のノウハウがない自治体を対象とし
たアドバイザーの派遣等の支援を行っています。2019
年度までに 19の地域が日本語教室の開設に取り組んで
います。また、来年度からは教室がない地域の外国人が
日本語学習に取り組めるよう、ICT を活用した日本語学
習教材の開発を行います。
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プログラムＢ

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

【目的】 新しい在留資格の創設等の国の政策によって、今後、在留外国人の更なる急増が見込まれる中、外国人を日本社会の一員として受け入れていく（社会
包摂）ため、日本語能力が十分でない外国人が生活等に必要な日本語能力を身に付けられるよう、地方公共団体が、関係機関等と有機的に連携しつつ行
う、日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくりを推進し、もって、「生活者としての外国人」の日本語学習機会の確保を図る。

プログラムＡ
○地域の実態調査

外国人等の現況、市区町村の体制や取組状況、地域コミュニティと外国人との関係、地域の日本語教育の課題等を調査

○推進計画策定
上記実態調査の結果を踏まえ、地域の日本語教育実施の具体的な計画を策定

○補助率：２分の１（予算の範囲内） ○事業の一部の外部委託可能
○補助額：５０万円以上（上限なし） ○事務管理費も補助対象
○活用期間の上限：原則１年間

○都道府県・政令指定都市の司令塔機能の設置
・総括コーディネーターの配置（域内全体の計画策定や関係機関・団体との連絡調整、各地域への指導助言等）
・総合調整会議の設置（関係団体や有識者が構成員。総括コーディネーターへの意見や関係者間の意見調整等）

○地域の日本語教育の支援
・地域日本語教育コーディネーターの配置
・地域の日本語教室の運営
・地域の日本語教育人材の育成 等

○補助率：２分の１（予算の範囲内）
※市区町村への間接補助可能。
※地方公共団体負担部分については、

市区町村の予算を組み込むことが可能。
○補助額：５０万円以上（上限なし）
○活用期間の上限：定めなし（ただし、補助は単年度）
○事業の一部の外部委託可能
○事務管理費も補助対象

（文化庁委託事業による地域の日本語教室の例）

2019年度予算額 497百万円
(新 規)

公募期間
３／２８～５／１３
（当日消印有効）
※相談は随時受付

補助事業者

①都道府県
②政令指定都市
③総務省認定の

地域国際化協会
④上記③に準ずる団体

都道府県
政令指定都市

（地域国際化協会）

総括コーディネーター

総合調整会議

〈都道府県が直接実施〉
地域日本語教育コーディネーター

（※担当地域を設定）

・・・

関係機関・団体等

〈連携・協力〉

地域の
日本語教室

地域の
日本語教室

地域の
日本語教室

〈市区町村を通じて実施）
地域日本語教育コーディネーター

（※担当地域を設定）

・・・
地域の

日本語教室
地域の

日本語教室
地域の

日本語教室

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

2 生活者としての外国人に対する日本語教育（文化庁）
文化庁国語課



日本語教育の質の向上を促進します！
①日本語教育の標準等の作成
現在、日本では国として日本語のレベルや尺度（物差
し）を定めていません。2019年度から文化審議会国語
分科会日本語教育小委員会で審議・検討を開始し、CEFR
（外国語の学習・教授評価のためのヨーロッパ共通参照
枠）を参考に、日本版CEFRを作成し活用できるように
したいと考えています。

②日本語教育人材の更なる活躍の促進
外国人が地域で安全・安心に生活していくために一定
のレベルの日本語を身に付けられるよう、「生活者とし
ての外国人のための標準的なカリキュラム案等」の活用
を推進し、日本語教育人材がより一層活躍できるような
体制づくりを進めます。
例えば、初期日本語教室が定期的に開催され、一定レ
ベルの日本語教育を受けた上で、地域の生活情報や子育
て、仕事などのニーズについては地域コミュニティによ
るきめ細やかなサポートが行われるような体制づくり等
が考えられます。
文化庁が考えているモデルとしては、地域日本語教育
コーディネーターを配置し、地域の行政機関・NPOや
コミュニティ等と連携して、各地域の特徴や学習者の
ニーズを把握して日本語教育プログラムを実施できる体

外国人児童生徒の増加や、保護者の国際結婚などによ
る日本国籍の児童生徒の増加等により、公立学校に在籍
する日本語指導が必要な児童生徒は４万人を超え、その
数は増加傾向にあります（図１－①、２－②、３－①、
４－②）。
昨年 12月、政府は、「外国人材の受入れ・共生のた
めの総合的対応策」（外国人材の受入れ・共生に関する
関係閣僚会議了承）を取りまとめました。本対応策にお

制を想定しています。そこでは、日本語教師は、多様な
学習者に応じた日本語教育を実践します。日本語学習支
援者がいる場合は、学習者に寄り添いながら学習を支援
します。
このような日本語教育人材の配置、体制整備を推進す
るとともに、それらを養成・研修する仕組みの構築も支
援します。さらには日本語教師のスキルを証明する新た
な資格の整備等にも取り組み、全国の日本語教育人材が
より一層活躍できるよう施策を推進していきます。

以上のような施策を通じて、日本人と外国人が共に暮
らし発展する共生社会の実現に取り組んでいきたいと考
えています。

いて、外国人児童生徒の教育についても今後一層の充実
を図ることとしています。
これらを踏まえ、文部科学省では、公立学校における
帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな指導・支援
体制を整備する自治体への補助事業において、多言語翻
訳システム等 ICT を活用した取り組みや、外国人高校
生等に対して日本語指導に限らずキャリア教育や居場所
づくりなども含めた包括的な支援を行う取り組み等の拡
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3 外国人児童生徒等への支援
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会・安全課　林　健悟

「生活者としての外国人」に対する日本語教育人材の連携
の一例



―外国人に対する日本語支援

充を行います。
また、学校における指導体制の整備充実のため 2026
年度に日本語指導が必要な児童生徒 18人に対して 1人
の教員が基礎定数として配置されるよう、着実な改善を
図るとともに、日本語指導補助者や母語指導員の派遣に
対する補助も実施していきます。
さらに、2019 年度には、2018 年度に開発した外国
人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログ
ラムを普及していく予定です。このモデルプログラムは、
大学、教育委員会、学校等における養成・研修に資する
よう、目的等にあわせて内容（テーマ）・方法等が選択
できるようになっています。こうした取り組みを通じ、
教員・支援員等の資質能力の向上を支援していきます。
そのほか、文部科学省ではこのたび、外国人児童生徒

受入れの手引きを８年ぶりに改訂しました。本手引きは、
外国人児童生徒を直接指導する日本語指導担当教員、日

本語指導協力者、外国人児童生徒の在籍学級担任、学校
の管理職、さらには市町村教育委員会の担当指導主事、
都道府県教育委員会の担当指導主事等を対象に、外国人
児童生徒等を受入れるに当たって、具体的にどのような
視点を持ち、どのような取り組みを行うことが必要かを
示したものです。今回の改訂により、特別の教育課程に
よる指導などの新たな情報も加わっていますので、ぜひ
文部科学省ホームページからご覧ください。（http://
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/�
1304668.htm）
また、外国人児童生徒等教育支援のための情報検索サ
イト「かすたねっと」もリニューアルを行いました。教
材や保護者向け翻訳文書のみでなく、予定表作成ツール
や基本情報、関連情報、注目記事なども掲載しておりま
すので、こちらもぜひご活用ください。（https://casta-�
net.mext.go.jp/）
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○ 日本語指導が必要な児童生徒については、
在留外国人数や外国籍の児童生徒数の増加傾向に伴い、
外国籍の者(※)で34,335人（17.6%増）であり、前回調査より5,137人増加し、
日本国籍の者は9,612人（21.7%増）であり、前回調査より1,715人増加した。
※ 公立学校に在籍する外国籍の児童生徒の総数は80,119人(9.3%増)であり、このうち日本語指導が必要な者の割合は42.8%となっている。

■日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数 ■日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28 H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28

（人） （人）

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移②

2

ポルトガル語, 
8,226 人

中国語, 
7,215 人フィリピノ語, 

5,490 人

スペイン語, 
3,352 人

ベトナム語, 
1,442 人

英語, 908 人

韓国・朝鮮語, 
585 人

その他, 
3,941 人

帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の現状①

② 日本語指導が必要な児童生徒は集住化・散在化の傾向がみられる

➀ 日本語指導が必要な児童生徒は多様化している

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果より

外国籍児童生徒の母語

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 31,159人

日本国籍児童生徒の比較的
使用頻度の高い言語

公立小・中学校に日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数

（公立小・中学校 30,265校）

※100人以上は
全都道府県で７校

公立小・中・高等学校等に日本語指導が必要な
児童生徒が在籍する市町村数

在籍あり
933市区町村

53.6%

在籍なし
808市区町村

46.4%

フィリピノ語, 
2,891 人

中国語, 
1956人

日本語, 
1163人

英語, 988人

ポルトガル語, 
518人

スペイン語, 403人

韓国・朝鮮語, 175人

ベトナム語, 122人

その他, 
879人

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 7,485人

「その他」の言語
インドネシア語、ウルドゥー語、
タイ語、ネパール語
ベンガル語、モンゴル語
ロシア語、アラビア語
ペルシャ語、マレー語 等

※H28調査結果より

※H28調査結果より

※H26調査結果より

3

○ 日本語指導が必要な児童生徒のうち、特別な指導（教科の補習等）を受けて
いる割合は、外国籍の者で76.9％（6㌽減）、日本国籍の者で74.3％（4㌽減）
となっている。
このうち、小中学校において一人一人に応じた指導計画の作成・評価を行う

「特別の教育課程」(※)を編成・実施して日本語指導を受けている割合は、
それぞれ42.6 ％（18.7㌽増）、38.8 ％（18.8㌽増）となっている。
※ 平成２６年度から導入され、在籍学級以外の教室などで行われる特別の指導を指す。
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「特別の教育課程」による日本語指導
を受けている児童生徒
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■外国籍

■日本国籍

帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の現状②

4

（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）」

（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校）
（人）

日本語指導が
必要な日本国籍
児童生徒は
10年間で2.5倍増

日本語指導が
必要な外国人
児童生徒は
10年間で1.5倍増

日本語指導が
必要な児童生
徒は10年間で

1.7倍増

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移①

33,470

1

図 2- ②

図 3- ①�

図 4- ②

図 1- ①�

在籍なし 在籍あり

6,864校

3人, 585校

4人, 365校

5人以上, 
1,663校

2人, 
1,316校

1人, 2,935校77.3％ 22.7％
23,401校

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果より

（公立小・中学校 30,265校）

※100人以上は
全都道府県で７校

※H26調査結果より



行政を事業主体とする 
日本語教室開設の背景
岡山県総社市には、2019 年 1月現在、約 1,500 人

（総人口比 2.16％）の外国籍市民が暮らす。1990年の
入管法改正以後、市内自動車部品工場などでブラジル人
を中心に多くの外国人が雇用されたが、2008年秋の経
済危機により大量に解雇された。そのような危機的状況
を受け、翌年、人権・まちづくり課内に国際・交流推進
係が新設され、多文化共生施策への重点的な取り組みを
始めた。
当時、総社市には日本語学習の場がなかったため、多
文化共生施策の一環として、2010 年度から、文化庁
「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」を
受託し、市を事業主体とする日本語教室を開設・運営し
ている（2019年度より市の財源による運営に移行した）。

総社市「地域でつながる日本語教室」
日本語教室は日曜日 9:30 ～ 11:30、総社市役所内の
施設で年間 30回（受講料は無料）開講している。外国
人住民が、日本人住民との交流を通して、日本での生活
を円滑に行うために必要な日本語コミュニケーション能
力の向上を図りながら、地域の生活情報や行政情報を得
るとともに、外国人住民が地域社会の一員として積極的

に参加できるよう、「地域住民同士がつながる場」を提
供することを目的としている。
受講対象者は成人の外国人住民で、母語は問わないが、
日常会話すらままならない「ゼロ初級レベル」を対象と
している。総社市版「生活者としての外国人」に対する
日本語教育カリキュラム（30単位）と学習シラバスに
基づき、地域社会での日常生活に必要な日本語を学ぶ。
教室活動の際には、ロールプレイによる会話練習やレ

アリアの使用など、現実の生活場面により近い場を設け、
コミュニケーションを重視した実践的な活動を行うとと
もに、ゲームや体験学習を取り入れ、飽きることなく、
楽しく日本語学習を継続できる工夫をしている。
また、教室に参加する外国人も日本人も、子育てNPO
との連携により、無料で託児を利用することができる。
安心して子どもを預けることができるため、日本語の勉
強に集中することができ、子どもたちの集まる託児室は
自然と国際交流の場となっている。

地域社会での生活に必要な 
生活情報・行政情報の提供
同じ地域に暮らしていても、外国人住民は日本人住民
との近所付き合いも少なく、言葉の壁によって生活に必
要な情報の入手も困難であり、社会から孤立しがちであ
る。総社市では日本語教室の一環として、市職員・県内
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4 総社市における日本語教室を通じた
「顔の見える」関係づくり

総社市日本語教育事業　運営委員兼コーディネーター　中東　靖恵

総社市環境課職員によるゴミの分別講習 総社市交通政策課職員による交通安全講習



―外国人に対する日本語支援

連携機関による体験学習や講習会を行い、ゴミ分別講習、
交通安全講習、防犯講習、防災・消火訓練、病院での受
診体験、書道・茶道講座など、地域社会での生活を営む
上で不可欠な生活情報・行政情報の提供を行っている。
日本語による情報提供だけでは不十分である場合も、
体験学習により理解を促進できると同時に、外国人住民
に対して、分かりやすく日本語で情報伝達する方法を実
践的に学ぶ場にもなっている。

日本語教室を通じた 
「顔の見える」関係づくり
日本語の指導にあたるのは有資格者の日本語教師だが、
教室には「日本語学習サポーター」として地域の日本人
住民がボランティアで参加している。日本語のモデル発
話やペア練習の相手、ロールプレイの見本などを行い、
外国人住民の日本語学習をきめ細かにサポートする。
日本人住民がサポーターとして参加することで、地域

の身近な生活情報が入手でき、方言まじりの生きた日本
語との接触も生まれる。日本語教室が、地域住民同士の
つながり・交流を促進し、「顔の見える」関係づくりの
場として機能するだけでなく、日本人住民が外国人支援
を実践的に学ぶ場となり、多文化共生意識の啓発・醸成
にもつながっている。
また、地域の祭りや国際交流イベント、子育て相談会
や防災訓練への参加を通して、地域社会の住民として互
いに「顔の見える」存在となるよう、日本語教室の外で
も顔を合わせ、住民同士の交流を促進する機会をできる
だけ多く作るようにしている。総社市内施設での日本語
教室の展示活動もその一環である。
日本語教室が、外国人住民の自立と社会参加を支援す
る基盤システムとしての役割を果たしていくためにも、
地域連携による安定的・継続的なネットワークづくりが
重要だと考えている。
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「日本語学習サポーター」による日本語学習支援

夏祭りに向けた総社音頭の練習

総社市内銀行での日本語教室の展示

総社市内病院での病院見学・受診体験



外国につながる児童生徒の状況
2018 年５月現在、横浜市立の小・中・義務教育学校
488校には、103の国とつながる9,713人の外国にルー
ツを持つ児童生徒が在籍している。この数は、10年前と
なる2008年の5,504人と比較して、約4,000人、76％
も増えていることになる。また、日本語指導が必要な児
童生徒は2,320人となり、10年前の1,260人と比較し
て1,060人、約84％も増加している。

横浜市における各種支援事業
横浜市立の小・中・義務教育学校には、日本語指導が

必要な児童生徒数に応じて国際教室担当教員が配置され、
「国際教室」が設置される。2018 年度は、121 校に国
際教室が設置され、担当教員が初期日本語指導、教科等
の指導を行う。さらに、当該児童生徒が多く在籍する学
校には「外国語補助指導員」を配置し、母語を用いた児
童生徒指導や保護者向け文書の翻訳等を行う。他にも、
日本語指導に関する専門的知識を持つ講師が指導を行う
「日本語教室」、母語のできるボランティアが早期適応や
学習支援を行う「母語による初期適応・学習支援」、個
人面談や家庭訪問等で学校と保護者の通訳を行う「学校
通訳ボランティア」、７ヵ国語での各種ガイドブック等
の発行、指導を担当する教員を対象に日本語指導等を主
題とした「日本語指導者養成講座」など、児童生徒、保
護者、学校や教員を対象とした各種支援を行っている。

日本語支援拠点施設「ひまわり」
日本語指導が必要な児童生徒の増加に伴い、多様化す
る課題への対応が必要になっている。当該児童生徒が集
中する学校での教科指導時間の確保や子どもの学力向上
といった課題だけでなく、これまで受入経験がない学校
での受入れや指導のための支援が求められている。さら
に、こうした外国につながる児童生徒は、年度途中での
編入（特に９月）が多いが、学校の人的配置は年度当初
に決まってしまうことから、学校での受入れや指導の態
勢が整わない状況もある。
そこで、当該児童生徒に対する学校生活への円滑な適
応の支援や学校での受入負担軽減等を目的とし、2017
年９月に日本語支援の拠点施設となる「ひまわり」を開
設した。なお、愛称である「ひまわり」は小・中・義務
教育学校の児童生徒から募集して決まり、「笑顔が咲き
誇り、ひまわりのように仲間と元気にすごせるように」
という想いが込められている。
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横浜市教育委員会事務局「市立学校現況」より

「日本語指導が必要な児童生徒の受入れの手引き」より　
受入れの流れ

5 日本語支援拠点施設「ひまわり」の取り組みについて
横浜市教育委員会事務局　学校教育企画部小中学校企画課



―外国人に対する日本語支援

「ひまわり」の主な事業
日本語支援拠点施設「ひまわり」では、2019年２月
現在、次の３つの事業が実施されている。
＜プレクラス＞
帰国・来日間もな
い児童生徒が学校に
速やかに適応できる
よう、集中的な日本
語指導と学校生活の
体験を行う。
【対象】初期日本語指導が必要な児童生徒
【職員】日本語講師とプレクラス指導員
【通級期間】４週間（週３日　水・木・金曜日）
　　　　　 ９時～14時（小学生は保護者の送迎が必要）
【クラス】�①はな組（小学校低学年）　②みどり組（小学

校高学年）�③そら組（中学校）
【定員】60人（各クラス 20人×３クラス）
【指導内容】�①初期日本語指導　②学校生活体験　③体

育・音楽など教科につながる日本語（授業
で使う日本語）指導

＜学校ガイダンス＞
児童生徒・保護者
の不安軽減、学校の
負担軽減を図るため、
入学時に必要な書類
記入の支援に加え、
日本の学校生活に必
要なことや保護者の役割を伝える。
【対象】来日・帰国直後の児童生徒およびその保護者
【実施日時】毎週火曜日　15時～16時 30分
　　　　　（８月下旬は毎日実施）
【実施言語】中・英・タガログ語とやさしい日本語
【実施内容】�①入学手続き、学用品、学校生活等の各種

説明　②保護者会・PTA 等での役割説明�
③児童生徒の基本情報等の確認、保護者の
連絡先の確認　④口座開設関係書類等の作
成支援

＜さくら教室＞
新小学１年生が学校に速やかに適応できるよう、学校
生活を体験する。また、保護者の不安軽減、学校の負担

軽減を図るため、日
本の学校生活に必要
なこと等を案内する。
【対象】外国籍等の
新小学校１年生とそ
の保護者
【実施時期】３月第１週・第２週の土曜日（２週連続）
【実施言語】�参加保護者の母語（中・英・タガログ・ス

ペイン・ポルトガル語等）
【実施内容】：（新１年生向け）①あいさつ・返事の仕方

②鉛筆・道具の使い方　③学校生活の体験
（保護者向け）①学校ガイダンスの内容
②家庭学習の説明　③質問対応　等

「ひまわり」の成果と今後に向けて
利用した学校に行ったヒアリングでは、プレクラスに
ついては、日本語の習得が早くできていることや、掃除
など学校生活での習慣が身についていることなどが効果
として挙げられた。一方で、小学校と中学校では求める
指導内容に違いがあることも分かったため、現在も学校
のニーズに応じて指導内容を修正しながら実施してい
る。また、学校ガイダンスやさくら教室については、母
語話者が説明、相談を行うことで、児童生徒、保護者の
不安の軽減につながっていると聞いている。
今後は、これまでの「ひまわり」の運営で得られた指
導法や教材等を集約し、各学校での日本語指導が必要な
児童生徒への支援を充実させることはもちろんのこと、
当該児童生徒を指導する教員の育成に努め、子どもたち
が安心して学校生活を送ることができる体制の構築を目
指していきたい。
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日本語支援拠点施設「ひまわり」

「プレクラス」の様子

「さくら教室」の様子

「学校ガイダンス」の様子



現状と課題
京都府の外国人住民の数は現在約 5万 7,000 人で、
うち政令指定都市である京都市に 78％、残りの 22％
がその他の 25市町村に広く散在している状況である。
京都市を除く各市町村当たりでは外国人住民の数が多い
とは言えないことから、行政施策において多文化共生や
日本語教育など外国人住民に対する取り組みの優先順位
は高くないのが現状である。

京都府内には現在、府内 26市町村のうち 15の市町
に 25の地域日本語教室があるが、北中部など市町村域
が広い地域では教室があってもアクセスが不便なため学
習希望者が利用できない、外国人労働者の多い地域では
希望者すべてを受入れられない、そもそも教室がない空
白地域もあることから、日本語を学ぶ機会が十分に提供
されているとは言えない。
また、日本語を指導する人材についても、日本語教育
について学べる大学や日本語学校などの教育機関や施設
のほとんどが京都市内に集中しているため、特にアクセ
スの不便な北部には日本語教室の担い手人材が限られ
る。そのため、地域の日本語教育を支えている日本語教
室には日本語を専門的に教えられる人材がおらず、スキ
ルアップを目的とした研修を行おうにも、ボランティア
主体の日本語教室には人的・財政的余裕がない。一部の
熱心なボランティアによって教室の運営がかろうじて成
り立っているケースも多く、活動を持続可能なものとし
ていくためには社会全体で支えていく仕組みづくりが必

要となる。また、ボランティアベースで行われている日
本語教室の運営を続けていくにあたり、教室同士の横の
つながり、教室のネットワーク化も問題解決のための情
報交換や相互研修が可能となり有用である。
これらの課題に対応するため、当センターでは以下の
取り組みを行っている。

取組事業の紹介
①人材の養成・研修
府内各地で日本語支援ボランティア養成講座や研修会
を実施し、外国人住民に対して日本語学習の機会を提供
する上で大きな役割を担っている「地域日本語教室」の
活動を支援・促進している。特に養成講座は講座修了者
を中心とした教室の立ち上げを目指したもので、教室空
白地の解消にもつながっており、現在までに8市町で講
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京都府市町村別外国人住民数

6 京都府国際センターにおける
日本語学習支援の取り組みについて

（公財）京都府国際センター　事業課長　近藤　徳明

京都にほんご教室マップ
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座を実施し、各地で教室が開設されている。
②モデル日本語教室の開催
外国人住民が日本で生活する上で必要な日本語の習得
を支援するとともに、府内各地の地域日本語教室やそこ
で活動する日本語支援ボランティアをサポートするため、
京都府国際センターでは、モデルとなる授業の見学やテ
キスト・指導書を公開し、授業・運営・カリキュラム・
学習教材などについてのモデル事例を提示している。

③ネットワークの形成
府内の日本語学習支援体制を整えるため、地域日本語

教室ネットワーク会議を開催し、教室運営の相互把握や
課題解決の方策について情報交換するとともに、ボラン
ティアの交流を促進する機会を設けている。その中で大
きな役割を果たしているのが、府内 20の日本語教室が
参加している日本語教室ネットワーク組織「京都にほん
ご Rings」である。2002年 7月に当センターの呼びか
けにより結成されて以降、日本語学習支援に係る定期的
な情報交換や研修会を当センターと協働して実施してい
る。近年は府内日本語教室の情報をまとめた「京都にほ
んご教室マップ」の作成や、当センターが府内各地で実
施する日本語学習支援事業において講師派遣や人材養成
プログラムの作成を担うなど重要な事業パートナーと
なっている。

今後の展望
地域日本語教室は、日本語を学習する場所であるだけ
でなく、学習者が他の学習者やボランティアである日本
人とつながりを持つ「地域社会との接点」である。平時
には地域の生活情報や文化、決まりなどを知る、気軽に
相談ができる場であり、災害時には学習者である外国人
住民への情報発信や安否確認を行うセーフティーネット
としても機能する。このように日本語教室は非常に大き
な役割を担っているため、当センターは今後も地元市町
村や国際化協会などと協力して、空白地の解消と教室活
動が持続可能なものとなるための必要な支援を続けてい
きたいと考えている。また、外国人が日本語で意思疎通
を図り、生活できるようになるだけでなく、日本語によ
る円滑なコミュニケーションは地域の住みやすさや活性
化につながるといった日本語教育の意義を住民の方々に
周知し、その必要性を理解してもらえるような取り組み
も必要である。
昨年 12月に改正入管難民法が成立し、外国人労働者
を中心に今後ますます外国人住民の増加が予想されてい
る。「外国人材の活用」や「受入体制の整備」の必要性
が語られ、政府による「外国人材の受入れ・共生のため
の総合的対応策」が策定される中、生活に必要となる最
低限の日本語教育は、社会統合政策や言語保障という面
からもボランティアの善意と熱意に頼っている現状から
脱し、国や自治体の公的な住民サービスとして実施され
ることが期待される。
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日本語教室オリジナルテキスト

日本語教室の様子

日本語支援ボランティア養成講座



地域における日本語教育の意義と役割
2019年 4月、いよいよ日本は外国人労働者に門戸を
開いた。「特定技能」という新たな在留資格がスタート
し、今後ますます、全国各地に地域経済を支えてくれる
アジア諸国からの若者たちが来日するだろう。そのため、
各自治体は、早急に外国人を受入れる体制を整えなけれ
ばならず、その要になるのは、間違いなく日本語教育に
なるだろう。
文化庁の調査によると全国の約３分の２の市町村では、
在住外国人のための日本語教室が未だ設置されていない
という。そこで、文化庁は、「生活者としての外国人」
を対象とした日本語教室がこれまで開設されていない地
域（空白地域）となっている地方公共団体に対し、地域
日本語教育の専門家を派遣することにより日本語教室の
設置に向けた支援を実施し、もって各地に日本語学習環
境が整備され、日本語教育の推進が図られることを目的
として、「生活者としての外国人」のための日本語教室
空白地域解消推進事業を実施している。
地域日本語教育の意義は何か。「地域」というコミュ
ニティを形成するのに、最も重要なものはコミュニケー
ションである。そのコミュニケーションを育くむことに
より、互いの価値観や文化背景を尊重した豊かな人間関
係と程よい距離感での関係性が生まれる。その「地域」
に住む外国人が日本語を習得し、近隣の日本人住民との
コミュニケーションが円滑になると、外国人は孤立する
ことが少なくなる。地域では災害時に備え、こうした
「顔が見える」関係性を作っておくことが喫緊の課題に
なるだろう。また、外国人が日本語を習得することで、
彼らは日本人に自身の文化や価値観を伝えることができ、
住民として地域行事などへの参画が可能となる。一方、
日本人も日本語教室に携わることで、外国文化に触れた
り、異文化理解を深めることができる。そして外国人も
地域を支えてくれる人だという意識が醸成されるだろう。
このような日本語教育事業の実践を通して、我々は誰も
が地域で活躍することができるようになり、ダイバーシ

ティは推進される。もし地域日本語教室の設置が遅れて
いる自治体ならば、早急に、外国人のための日本語教育
体制を整備する必要がある。それは、つまり地域を活性
化するためであり、持続可能な社会を構築する手段でも
あるからだ。

外国人労働者（技能実習生）のための
日本語教育
近年、地方都市では外国人技能実習生が増加傾向にあ
る。母国での所得より日本の方が所得が倍になることな
どを理由に技能実習生として来日を希望するアジアの若
者たちがいる。しかし、この技能実習生を対象とした来
日前後の日本語教育にさまざまな問題が浮上している。
例えば元技能実習生が日本語学校を設立し、その指導者
は日本語教師ではないなど、指導者の質が保障されてい
るとは言い難い状況にある。そうした経緯で来日した技
能実習生は、入国前研修での日本語教育を十分に受けず
来日するため、職場や生活上の意思疎通ができず、受入
れた企業が指導に苦労している実態がある。もちろん、
来日後に日本語教育が提供されていれば問題はない。し
かし、来日前研修と同様に日本語教師の資格を有する者
が指導しているわけではない場合もある。
受入れ企業の中には、技能実習生が日本語を習得する
と悪さをしかねないなどといった偏見を持ち、外国人を
安価な労働力として蔑視するような企業もある。直接聞
いた話によると、農業実習生が住宅として提供された場
所はビニールハウスの中を改造したスペースだったそう
だ。技能実習生を管理する立場にある監理団体もまた、
受入れ企業から手数料を得ておきながら、フォロー体制
を整えずにいるところもあるという。
こうした外国人技能実習生の人権を無視するような振
る舞いに対して、日本政府はメスを入れた。例えば、来
日前研修の日本語教師は有資格者であることを義務づけ、
履歴書の提出を求めるなど厳しく審査するようになった。
恐らく今後は悪質な団体や企業は一斉に払拭されること
だろう。
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7 日本語教育は新たな社会を創造することができるか
（一社）グローバル人財サポート浜松　代表理事　堀　永乃
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外国人技能実習制度を活用している企業の多くは、中
小企業である。企業の組織体制によっては、専門部署が
ないため職場内のトラブルを対処するのに苦労している
ところがある。そのため、浜松市や磐田市では企業独自
で企業内日本語教室を開催していたり技能実習生のため
の日本語能力検定対策講座を実施している監理団体もあ
る。そこでは人材育成とリスクマネジメントの観点で日
本語教育が行われている。

　　

選ばれる地域になるために
本来、外国人技能実習制度は、「我が国が先進国とし
ての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っ
ていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への
移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う『人づくり』
に協力することを目的」としている。しかし、現状では
人手不足に喘ぐ企業の労働力の調整弁として活用してい

る結果、技能実習生を日本語ができなくても仕方がない
と、そのまま受入れを進めてしまうと、受入れた後に
なって大きな負担をしなければならなくなる。それは、
企業の受入れ前の認識の甘さが問題である。監理団体を
選択する際に、来日前の日本語教育の質や受入れ後の
フォロー体制をよく見極めることが大切である。世界規
模で人材獲得合戦は始まっている。もはや企業は選ぶ立
場ではなく選ばれる立場なのだ。
日本は人材輩出国からどのように見られているのだろ
うか。フィリピンでは日本は安全だと評判で、韓国や中
東諸国に比べて人気はあるという。しかしながら、高い
日本語能力を求められるため、敬遠する者も少なくはな
い。日本は、2025 年を目処に 34万人の外国人労働者
を受入れるとしているが、外国人支援に関する法律が制
定されているわけではない。あくまでも各自治体レベル
での「多文化共生施策」に依存するところが多い。むし
ろ人材確保が困難な状況にあるのは地方都市である。多
文化共生施策に取り組んでいる自治体ならば、その外国
人労働者の受入れは少なからず経験があることから問題
は最低限に抑えられるが、経験値がない地方だと地域格
差が生まれるのではないかと危惧する。
私たちは、私たちが暮らす地域が彼らに選ばれ、彼ら
がスムーズに就労でき、また安心して生活でき、さらに
自己実現が果たせるように体制を整える必要がある。そ
れは行政による多言語での情報提供や相談窓口の設置だ
けでなく、受入れ企業も医療や金融機関も、社会包括的
に本気で取り組まなければならない。そして私たち市民
も外国人を同じ地域の構成員として受入れ、外国人も活
躍できる社会に向けて、未来を創造しなければならない。
社会づくりは人づくりから。今後の日本語教育に期待し
たい。
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企業内日本語教室

技能実習生のための日本語能力検定対策講座

フィリピン現地の介護・看護学校の学生


